
- 1 -

総

務

省
、
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

〇
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
告
示
第

号

環

境

省

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二

十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条

の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
等
に
関
す
る
告
示
（

総

務

省
、
財

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

環

境

省

令
和
五
年

月

日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

農
林
水
産
大
臣

野
村

哲
郎

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫
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環
境
大
臣

西
村

明
宏

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

１

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

１

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
成
長
発

う
。
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
成
長
発

展
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣

展
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣

が
定
め
る
基
準
は
、
同
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
確

が
定
め
る
基
準
は
、
同
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
の
確

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
当

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
（
当

け
ん

け
ん
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該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
を
共
同
し
て
行
う
場
合
に

該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
を
共
同
し
て
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
う
ち
、

あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
う
ち
、

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に

当
該
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
が
行
う
も
の
。

規
定
す
る
承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
者
が
行
う
も
の
。

以
下
「
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
が
、
第
一
号
か
ら
第

以
下
「
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
が
、
第
一
号
か
ら
第

四
号
の
二
ま
で
（
当
該
対
象
事
業
が
地
域
の
成
長
発
展

四
号
の
二
ま
で
（
当
該
対
象
事
業
が
地
域
の
成
長
発
展

の
基
盤
強
化
に
著
し
く
資
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

の
基
盤
強
化
に
著
し
く
資
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
次
の
各
号
）
（
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事

っ
て
は
、
次
の
各
号
）
（
当
該
承
認
地
域
経
済
牽
引
事

業
を
行
う
者
に
地
方
公
共
団
体
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ

業
を
行
う
者
に
地
方
公
共
団
体
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

っ
て
は
、
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

［
略
］

一
～
三

［
略
］

四

対
象
事
業
者
が
取
得
す
る
予
定
の
減
価
償
却
資
産

四

対
象
事
業
者
が
取
得
す
る
予
定
の
減
価
償
却
資
産



- 4 -

の
取
得
予
定
価
額
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
対

の
取
得
予
定
価
額
が
、
当
該
対
象
事
業
者
の
前
事
業

象
事
業
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
の
額
（
事
業
年
度
の
期

る
額
の
百
分
の
二
十
以
上
の
額
で
あ
る
こ
と
。

間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減

価
償
却
費
の
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額

）
の
十
分
の
一
以
上
の
額
で
あ
る
こ
と
。

イ

ロ
に
掲
げ
る
者
以
外
の
対
象
事
業
者

当
該
対

［
新
設
］

象
事
業
者
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費

の
額
（
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
価
償
却
費
の
額
を
一
年

当
た
り
の
額
に
換
算
し
た
額
）

ロ

連
結
会
社
（
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及

［
新
設
］

び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大

蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
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る
連
結
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
対
象
事
業
者

当
該
対
象
事
業
者
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
減
価

償
却
費
の
額
に
、
同
一
の
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ

る
他
の
会
社
の
同
条
第
四
十
一
号
に
規
定
す
る
前

連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
減
価
償
却
費
の
額
の
合

計
額
を
加
え
て
得
た
額
（
当
該
前
連
結
会
計
年
度

の
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
加
え
て
得
た
額
を
一
年
当
た
り
の
額
に
換
算

し
た
額
）

四
の
二

［
略
］

四
の
二

［
略
］

五

計
画
承
認
日
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
で

五

計
画
承
認
日
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
で

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。

こ
と
。
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イ

次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

イ

対
象
事
業
者
の
付
加
価
値
額
増
加
率
（
前
事
業

(1)

(2)

と
。

年
度
の
付
加
価
値
額
（
事
業
年
度
の
期
間
が
一
年

未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
年
当
た
り
の
金

額
に
換
算
し
た
金
額
と
し
、
零
以
下
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
一
円
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら

前
々
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
を
控
除
し
た
金
額

の
当
該
前
々
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
対
す
る

割
合
を
い
う
。
）
が
百
分
の
八
以
上
で
あ
る
こ

と
。

対
象
事
業
者
の
付
加
価
値
額
増
加
率
（
前
事

［
新
設
］

(1)
業
年
度
の
付
加
価
値
額
（
事
業
年
度
の
期
間
が

一
年
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
年
当
た

り
の
金
額
に
換
算
し
た
金
額
と
し
、
零
以
下
で
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あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一
円
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
前
々
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
を

控
除
し
た
金
額
の
当
該
前
々
事
業
年
度
の
付
加

価
値
額
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。
）
が
百
分
の

八
以
上
で
あ
る
こ
と
。

計
画
承
認
日
が
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
で

［
新
設
］

(2)
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
対
象
事
業
者
の
平
均
付

加
価
値
額
（
前
事
業
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度

の
付
加
価
値
額
の
年
平
均
を
い
う
。
）
が
五
十

億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
承
認
地
域
経
済
牽

引
事
業
が
三
億
円
以
上
の
付
加
価
値
額
を
創
出

す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

［
略
］

ロ
・
ハ

［
略
］
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ニ

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
第
一
号

ニ

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
に
つ
い
て
、
第
一
号

イ
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会
に
お
い
て
同
号
イ

イ
に
規
定
す
る
評
価
委
員
会
に
お
い
て
同
号
イ

(1)

(1)

の
観
点
か
ら
先
進
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ

の
観
点
か
ら
先
進
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
こ
と

と
。

又
は
同
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
。

２

［
略
］

２

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


